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(54)【発明の名称】超音波画像の探索装置及びそのプログラム

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検者の胸部表面に接触する超音波プローブの位置や姿勢を変化させながら得られた複数
の心臓の超音波画像から、心エコー検査のための所望の検査断面が描出される対象画像を
探索する装置であって、
前記各超音波画像の画像解析により、前記対象画像が得られる前記超音波プローブの所望
位置及び所望姿勢からなる適正配置を推定し、当該適正配置のときに得られた前記超音波
画像を前記対象画像として抽出する画像解析部を備え、
前記画像解析部は、前記各超音波画像について、前記対象画像での描出が必要となる心臓
内の所定部位の存在確率を表す推論値を含む検出情報を取得する画像解析を行い、前記被
検者の心尖部表面上での前記超音波プローブの前記適正配置を特定するプローブ配置特定
部を備え、
前記プローブ配置特定部は、前記超音波プローブが前記心尖部表面に当接する状態となる
前記所望位置を推定する所望位置推定部を備え、
前記所望位置推定部では、予め位置が推定された僧帽弁上を起点として、前記超音波プロ
ーブが左室長軸に沿って前記胸部表面を移動しながら逐次得られる前記各超音波画像につ
いて、僧帽弁の前記検出情報に基づき、前記推論値が所定値以上で、且つ、複数連続して
僧帽弁を検出した最後のタイミングでの前記超音波プローブの位置を前記所望位置とする
ことを特徴とする超音波画像の探索装置。
【請求項２】
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被検者の胸部表面に接触する超音波プローブの位置や姿勢を変化させながら得られた複数
の心臓の超音波画像から、心エコー検査のための所望の検査断面が描出される対象画像を
探索する装置であって、
前記各超音波画像の画像解析により、前記対象画像が得られる前記超音波プローブの所望
位置及び所望姿勢からなる適正配置を推定し、当該適正配置のときに得られた前記超音波
画像を前記対象画像として抽出する画像解析部を備え、
前記画像解析部は、前記各超音波画像について、前記対象画像での描出が必要となる心臓
内の所定部位の存在確率を表す推論値を含む検出情報を取得する画像解析を行い、前記被
検者の心尖部表面上での前記超音波プローブの前記適正配置を特定するプローブ配置特定
部を備え、
前記プローブ配置特定部は、前記心尖部表面に当接する位置に存在する前記超音波プロー
ブの前記所望姿勢を推定する所望姿勢推定部を備え、
前記所望姿勢推定部は、前記超音波プローブのヨー方向の回転動作に伴って逐次得られる
前記各超音波画像の解析により、ヨー方向における前記所望姿勢を特定するヨーイング情
報取得部を含み、
前記ヨーイング情報取得部では、前記各超音波画像について、僧帽弁及び心室中隔の前記
検出情報に基づき、僧帽弁及び心室中隔の前記各推論値を総合した総合推論値のより高い
ヨー方向の姿勢を前記所望姿勢とすることを特徴とする超音波画像の探索装置。
【請求項３】
前記所望姿勢推定部は、前記ヨーイング情報取得部で特定された前記超音波プローブのヨ
ー方向における前記所望姿勢を固定した状態で、前記超音波プローブのロール方向の回転
動作に伴って逐次得られる前記各超音波画像の解析により、ロール方向における前記所望
姿勢を特定するローリング情報取得部を含み、
前記ローリング情報取得部では、前記各超音波画像について、心室中隔の前記検出情報に
基づき、当該心室中隔が画像中心付近に存在するロール方向の姿勢を前記所望姿勢とする
ことを特徴とする請求項２記載の超音波画像の探索装置。
【請求項４】
前記所望姿勢推定部は、前記ヨーイング情報取得部及び前記ローリング情報取得部で特定
された前記超音波プローブのヨー方向及びロール方向における前記所望姿勢を固定した状
態で、前記超音波プローブのピッチ方向の回転動作に伴って逐次得られる前記各超音波画
像の解析により、ピッチ方向における前記所望姿勢を特定するピッチング情報取得部を含
み、
前記ピッチング情報取得部では、前記各超音波画像について、僧帽弁及び三尖弁の前記検
出情報に基づき、僧帽弁及び三尖弁の前記各推論値を総合した総合推論値のより高いピッ
チ方向の姿勢を前記所望姿勢とすることを特徴とする請求項３記載の超音波画像の探索装
置。
【請求項５】
被検者の胸部表面に接触する超音波プローブの位置や姿勢を変化させながら得られた複数
の心臓の超音波画像から、心エコー検査のための所望の検査断面が描出される対象画像を
探索する装置であって、
前記各超音波画像の画像解析により、前記対象画像が得られる前記超音波プローブの所望
位置及び所望姿勢からなる適正配置を推定し、当該適正配置のときに得られた前記超音波
画像を前記対象画像として抽出する画像解析部を備え、
前記画像解析部は、前記各超音波画像について、前記対象画像での描出が必要となる心臓
内の所定部位の存在確率を表す推論値を含む検出情報を取得する画像解析を行い、前記被
検者の心尖部表面上での前記超音波プローブの前記適正配置を特定するプローブ配置特定
部を備え、
前記プローブ配置特定部は、前記対象画像として心尖部四腔断面が描出されるように、前
記心尖部表面に当接する位置に存在する前記超音波プローブの前記所望姿勢を推定する所
望姿勢推定部を備え、
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前記所望姿勢推定部では、前記超音波プローブのヨー方向及びロール方向の回転動作に伴
って逐次得られる前記各超音波画像の解析により得られた僧帽弁及び心室中隔の前記検出
情報に基づき、僧帽弁、三尖弁及び心室中隔を超音波画像の同一平面上に描出可能で、且
つ、心室中隔を中心に四腔を描出可能となるヨー方向及びロール方向における前記所望姿
勢が特定されるとともに、当該ヨー方向及びロール方向の前記所望姿勢の状態での前記超
音波プローブのピッチ方向の回転動作に伴って逐次得られる前記各超音波画像の解析によ
り得られた僧帽弁及び三尖弁の前記検出情報から、四腔のバランスがより良い状態で描出
可能となるピッチ方向における前記所望姿勢が特定されることを特徴とする超音波画像の
探索装置。
【請求項６】
被検者の胸部表面に接触する超音波プローブの位置や姿勢を変化させながら得られた複数
の心臓の超音波画像から、心エコー検査のための所望の検査断面が描出される対象画像を
探索する装置のプログラムであって、
前記各超音波画像の画像解析により、前記対象画像が得られる前記超音波プローブの所望
位置及び所望姿勢からなる適正配置を推定し、当該適正配置のときに得られた前記超音波
画像を前記対象画像として抽出する画像解析部としてコンピュータを機能させ、
前記画像解析部は、前記各超音波画像について、前記対象画像での描出が必要となる心臓
内の所定部位の存在確率を表す推論値を含む検出情報を取得する画像解析を行い、前記被
検者の心尖部表面上での前記超音波プローブの前記適正配置を特定するプローブ配置特定
部を備え、
前記プローブ配置特定部は、前記超音波プローブが前記心尖部表面に当接する状態となる
前記所望位置を推定する所望位置推定部を備え、
前記所望位置推定部では、予め位置が推定された僧帽弁上を起点として、前記超音波プロ
ーブが左室長軸に沿って前記胸部表面を移動しながら逐次得られる前記各超音波画像につ
いて、僧帽弁の前記検出情報に基づき、前記推論値が所定値以上で、且つ、複数連続して
僧帽弁を検出した最後のタイミングでの前記超音波プローブの位置を前記所望位置とする
ことを特徴とする超音波画像の探索装置のプログラム。
【請求項７】
被検者の胸部表面に接触する超音波プローブの位置や姿勢を変化させながら得られた複数
の心臓の超音波画像から、心エコー検査のための所望の検査断面が描出される対象画像を
探索する装置のプログラムであって、
前記各超音波画像の画像解析により、前記対象画像が得られる前記超音波プローブの所望
位置及び所望姿勢からなる適正配置を推定し、当該適正配置のときに得られた前記超音波
画像を前記対象画像として抽出する画像解析部としてコンピュータを機能させ、
前記画像解析部は、前記各超音波画像について、前記対象画像での描出が必要となる心臓
内の所定部位の存在確率を表す推論値を含む検出情報を取得する画像解析を行い、前記被
検者の心尖部表面上での前記超音波プローブの前記適正配置を特定するプローブ配置特定
部を備え、
前記プローブ配置特定部は、前記対象画像として心尖部四腔断面が描出されるように、前
記心尖部表面に当接する位置に存在する前記超音波プローブの前記所望姿勢を推定する所
望姿勢推定部を備え、
前記所望姿勢推定部では、前記超音波プローブのヨー方向及びロール方向の回転動作に伴
って逐次得られる前記各超音波画像の解析により得られた僧帽弁及び心室中隔の前記検出
情報に基づき、僧帽弁、三尖弁及び心室中隔を超音波画像の同一平面上に描出可能で、且
つ、心室中隔を中心に四腔を描出可能となるヨー方向及びロール方向における前記所望姿
勢が特定されるとともに、当該ヨー方向及びロール方向の前記所望姿勢の状態での前記超
音波プローブのピッチ方向の回転動作に伴って逐次得られる前記各超音波画像の解析によ
り得られた僧帽弁及び三尖弁の前記検出情報から、四腔のバランスがより良い状態で描出
可能となるピッチ方向における前記所望姿勢が特定されることを特徴とする超音波画像の
探索装置のプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、超音波検査での診断に適切となる超音波画像を探索する装置及びそのプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、日本では死亡率上位を占める心疾患に対して、医師の診断を非侵襲的且つ高精度に
支援する心臓超音波検査（心エコー検査）が注目されている。当該心エコー検査は、超音
波を被検者の心臓に当て、反射した音波を電気信号に変換して画像として描出することに
より、被検者の心臓の形態や運動を評価するために行われる。この心エコー検査において
は、適切な診断のために、２次元の検査断面となる心臓の超音波画像を的確且つ鮮明に描
出する高度な技術を要することから、検査を行う医師や検査技師等の検査者に相応の知識
と経験が求められる。ところが、熟練の検査者が在籍している病院は限られており、多く
の医療機関では、心エコー検査を行うための検査者が不足しているのが現状である。更に
、心エコー検査においては、検査者によって把持される超音波プローブが患者等の被験者
の身体表面に様々な角度で当てられ、被検者は不自然な姿勢維持を強いられることから、
検査の時間が長引くと被検者の負担が増大する。そこで、本発明者らは、従来、検査者が
超音波プローブを手動操作しながら適正な超音波画像を探索していた心エコー検査を自動
化した超音波検査ロボットを開発している（特許文献１参照）。この超音波検査ロボット
では、座位姿勢の被検者を体側方向及び前後方向に回転させながら、被検者の胸部に相対
配置された超音波プローブを被検者の胸部表面に沿って自動的に動作させる。これにより
、検査者による従前の超音波プローブの複雑な手動操作が不要となるとともに、被検者は
、検査負担が軽減された状態で心エコー検査を受けることができる。
【０００３】
ところで、前記超音波検査ロボットにおいては、ロボットによる超音波プローブの動作制
御に際して、心エコー検査による心疾患の有無を判定するための適切な検査断面の超音波
画像が得られる超音波プローブの位置及び姿勢を特定する必要がある。ここで、心疾患の
診断の有無を判定するための検査断面として、傍胸骨左縁左室長軸断面、傍胸骨左縁左室
短軸断面、心尖部四腔断面と呼ばれる基本断面の描出が必要となる。そのうち、傍胸骨左
縁左室長軸断面については、本発明者らにより、所望とする超音波画像を取得可能な超音
波プローブの位置情報や姿勢情報を自動的に特定するアルゴリズムが既に提案されている
（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０２３－７０６０７号公報
【特許文献２】特開２０２３－７０６０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明者らの更なる研究により、前記基本断面のうち前記心尖部四腔断面の超音波画像に
ついては、前記特許文献２のアルゴリズムでの左室長軸断面の超音波画像を取得する際に
特定される情報を利用して、診断に適切となる心尖部四腔断面の超音波画像が得られる超
音波プローブの位置及び姿勢を効率的な超音波プローブの動作で特定するアルゴリズムを
創出した。
【０００６】
本発明は、本発明者らの研究に基づいて案出されたものであり、その目的は、超音波プロ
ーブの効率的な動作で、診断に適切となる心尖部四腔断面の超音波画像を簡易に取得する
ことができる超音波画像の探索装置及びそのプログラムを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記目的を達成するため、本発明は、主として、被検者の胸部表面に接触する超音波プロ
ーブの位置や姿勢を変化させながら得られた複数の心臓の超音波画像から、心エコー検査
のための所望の検査断面が描出される対象画像を探索する装置であって、前記各超音波画
像の画像解析により、前記対象画像が得られる前記超音波プローブの所望位置及び所望姿
勢からなる適正配置を推定し、当該適正配置のときに得られた前記超音波画像を前記対象
画像として抽出する画像解析部を備え、前記画像解析部は、前記各超音波画像について、
前記対象画像での描出が必要となる心臓内の所定部位の存在確率を表す推論値を含む検出
情報を取得する画像解析を行い、前記被検者の心尖部表面上での前記超音波プローブの前
記適正配置を特定するプローブ配置特定部を備える、という構成を採っている。
【０００８】
なお、本特許請求の範囲及び本明細書においては、超音波プローブの位置及び姿勢の各方
向については、特に明示しない限り、図１に示される方向とされる。すなわち、超音波プ
ローブＰの位置を表す直交３軸の座標における「ｘ軸方向」は、被検者の頭尾方向とされ
、同「ｙ軸方向」は、被検者の横（左右）方向とされ、同「ｚ軸方向」は、被検者の体表
面の法線方向とされる。また、同図に示される向きの超音波プローブＰの下端中央部分を
回転中心としたときに、超音波プローブＰの姿勢を表す「ロール方向」は、ビーム走査面
Ｆに直交する軸（前記ｘ軸）回りの回転方向φとされ、同「ピッチ方向」は、ビーム走査
面Ｆを前後に揺動させる方向（前記ｙ軸回り）の回転方向θとされ、同「ヨー方向」は、
前記ｚ軸回りの回転方向ψとされる。
【発明の効果】
【０００９】
本発明では、所定の超音波プローブの動作により得られた複数の心臓の超音波画像から、
心エコー検査のための心尖部四腔断面が描出される対象画像の探索に際し、当該対象画像
を得るための心尖部表面上の超音波プローブの適正配置が自動的に特定される。つまり、
別途自動取得した傍胸骨左縁左室長軸断面に関する情報から、超音波プローブの必要最小
限の動作にてそれぞれ得られた超音波画像の解析により、前記適正配置が自動的に特定さ
れ、対象画像が抽出される。従って、超音波検査ロボットの併用により、対象画像を自動
的に取得するための超音波プローブの効率的な動作が可能となり、従前よりも心エコー検
査の所要時間を大幅に短縮し、被検者の負担軽減に資することができる他、検査者不足に
伴う心エコー検査の実施件数不足という社会課題の解決も期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係る心エコー検査システムの概略構成を表すブロック図である。
【図２】心臓の所定部位を説明するための心尖部四腔断面の概念図である。
【図３】（Ａ）～（Ｃ）は、所望姿勢推定部での超音波プローブのヨー方向及びロール方
向の姿勢変化とビーム走査面との関係を説明するための心尖部四腔断面の概念図である。
【図４】（Ａ）、（Ｂ）は、所望姿勢推定部での超音波プローブのピッチ方向の姿勢変化
とビーム走査面との関係を説明するための心尖部四腔断面の概念図である。
【図５】第１のステップにおける手順を説明するためのフローチャートである。
【図６】第１のステップの変形例における手順を説明するためのフローチャートである。
【図７】第２のステップにおける手順を説明するためのフローチャートである。
【図８】第３のステップにおける手順を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１２】
図１には、本実施形態に係る超音波画像の探索装置を含む心エコー検査システムの概略構
成を表すブロック図が示されている。この図において、前記心エコー検査システム１０は
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、医師と離れた場所にいる被検者の心臓超音波検査（心エコー検査）を可能にするシステ
ムである。具体的に、この心エコー検査システム１０は、被検者の胸部表面に超音波プロ
ーブＰを接触させることで、心臓の検査断面を描出する超音波画像を撮像する超音波画像
撮像装置１１と、被検者に対する位置及び姿勢を変化可能に、超音波プローブＰを動作さ
せるプローブ動作装置１２と、被検者の胸部表面に接触する超音波プローブＰの位置や姿
勢を変化させながら得られた複数の心臓の超音波画像から、心エコー検査のための基本断
面の一つである心尖部四腔断面が描出される超音波画像（以下、「対象画像」と称する）
を探索する探索装置１３とを備えている。
【００１３】
前記超音波画像撮像装置１１としては、種々の超音波検査を行うための超音波画像を取得
できる公知の超音波診断装置が適用される。つまり、この超音波画像撮像装置１１では、
超音波プローブＰによるビーム走査により、超音波画像として、ビーム走査面Ｆと同一断
面における２次元の断層画像が取得される。
【００１４】
前記プローブ動作装置１２は、超音波プローブＰを保持する保持部（図示省略）を動作さ
せることで、超音波プローブＰに対し、直交３軸方向の並進運動と直交３軸回りの回転運
動とからなる６自由度の動作制御を可能にするロボットからなる。特に限定されるもので
はないが、本実施形態では、本発明者らにより既に提案されている超音波検査ロボットが
適用される（特開２０２３－７０６０７号公報参照）。この超音波検査ロボットは、座位
姿勢の被検者を体側方向及び前後方向に回転させながら、被検者の胸部に相対配置された
超音波プローブＰの位置及び姿勢を変化可能に構成されている。また、当該超音波検査ロ
ボットには、被検者の胸部表面の凹凸に合わせて超音波プローブＰを所定の押圧力で胸部
表面に接触させる機構を備えている。なお、当該超音波検査ロボットの構成等は、本発明
の本質的な要素でないため、詳細な説明を省略する。以上のプローブ動作装置１２での動
作制御は、医師等の検査者による簡単な遠隔操作の他、後述する画像探索の過程で必要と
なる探索装置１３からの動作指令によって行われる。
【００１５】
前記超音波プローブＰには、その位置及び姿勢を検出可能な公知のセンサ（図示省略）が
設けられている。このセンサでは、事前設定された所定地点を原点とする直交３軸の各座
標の位置と、当該３軸回りの回転角度である姿勢とを取得可能になっている。特に限定さ
れるものではないが、本実施形態の座標系としては、図１に示される超音波プローブＰの
向きにおけるプローブ座標系が適用される。なお、ここでのセンサとしては、加速度セン
サ、磁気センサ、光学センサ等、超音波プローブＰの位置及び姿勢を取得可能な限りにお
いて、種々の機器やシステム等を採用することができる。
【００１６】
前記探索装置１３は、ＣＰＵ等の演算処理装置及びメモリやハードディスク等の記憶装置
等からなり、以下の各部として機能させるコンピュータによって構成されている。この探
索装置１３では、所望の心尖部四腔断面が描出される対象画像が得られる超音波プローブ
Ｐの所望位置及び所望姿勢からなる適正配置を推定することで、対象画像を探索するよう
になっている。
【００１７】
この探索装置１３は、超音波画像撮像装置１１で取得した超音波画像を含む画像データ等
を保存する記憶部１５と、超音波プローブＰの位置や姿勢を変化させながら得られた複数
の心臓の超音波画像を解析することにより、対象画像が得られる超音波プローブＰの適正
配置を推定し、当該適正配置のときに得られた超音波画像を対象画像として抽出する画像
解析部１６とを備えている。
【００１８】
前記画像データは、超音波プローブＰに取り付けられた前記センサの検出結果から、超音
波画像を取得した際の超音波プローブＰの位置及び姿勢について、その取得時刻とともに
後述する画像解析により取得された検出情報を含め、当該超音波画像に対応させたデータ
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である。前記記憶部１５には、超音波プローブＰの移動時や回転時における所定のタイミ
ング毎に画像データが逐次保存される。
【００１９】
前記画像解析部１６では、心エコー検査において病状の診断に用いられる検査断面のうち
傍胸骨左縁左室長軸断面の超音波画像を取得可能な超音波プローブＰの位置及び姿勢を探
索動作の起点とし、その後の超音波プローブＰの動作に伴って得られる超音波画像の画像
解析処理が行われ、取得した複数の超音波画像の中から対象画像が特定される。すなわち
、ここでは、プローブ動作装置１２の動作により、超音波プローブＰを並進移動させなが
ら、心尖部の直上の被検者の胸部表面（以下、単に「心尖部表面」と称する）と推定され
る所望位置が特定される。その後、心尖部表面で超音波プローブＰの並進移動を停止し、
プローブ動作装置１２の動作により、超音波プローブＰの姿勢を変化させながら、対象画
像が得られる所望姿勢が特定される。これら所望位置及び所望姿勢が、対象画像が得られ
る超音波プローブＰの適正配置となる。
【００２０】
この画像解析部１６は、前記探索動作の起点における超音波プローブＰの位置及び姿勢を
特定する起点特定部１８と、当該起点から超音波プローブＰの位置や姿勢を変化させなが
ら、超音波プローブＰの適正配置を特定するプローブ配置特定部１９とからなる。
【００２１】
前記起点特定部１８では、本発明者らが既に提案している特開２０２３－７０６０１号公
報の手法を用い、プローブ動作装置１２の動作により被検者の胸部表面の所定範囲に沿っ
て走査される超音波プローブＰから取得した超音波画像に基づいて、最適な傍胸骨左縁左
室長軸断面が得られる超音波プローブＰの位置及び姿勢が特定される。つまり、この手法
によれば、図２に示されるように、心臓Ｈの断面内の僧帽弁Ｍを画像中心に捉える超音波
プローブＰの位置及び姿勢が求められ、この部位が起点Ｓと設定されるとともに、左室Ｈ
１の先端の心尖部Ａと僧帽弁Ｍの中心とを結ぶ直線である左室長軸ＬＬの位置が求められ
る。
【００２２】
前記プローブ配置特定部１９では、プローブ動作装置１２の動作制御により、超音波プロ
ーブＰの並進移動及び姿勢変化がなされた際に、逐次得られた超音波画像を解析すること
で、被検者の心尖部表面上を所望位置とした所望姿勢の超音波プローブＰの適正配置が特
定される。
【００２３】
この超音波画像の解析では、図２に示される心臓の所定部位（僧帽弁Ｍ、三尖弁Ｔ、心室
中隔ＶＳ）の画像内における検出情報が取得される。つまり、ここでの検出情報として、
所定部位の存在確率（確信度）を表す推論値や画像内の位置等が適宜取得される。当該画
像解析には、学習済みの画像データに基づき、所定の物体を認識する深層学習等を利用し
たＹＯＬＯ等の公知の物体検出モデルが用いられる。なお、ここでの画像解析には、取得
した超音波画像に基づいて前記検出情報を取得できる限りにおいて、他の様々な手法のシ
ステムや装置類を採用することができる。
【００２４】
このプローブ配置特定部１９は、心尖部表面に当接する状態となる超音波プローブＰの所
望位置を推定する所望位置推定部２１と、所望位置にて対象画像が得られる超音波プロー
ブＰの所望姿勢を推定する所望姿勢推定部２２とを備えている。
【００２５】
前記所望位置推定部２１では、後述する手順により、超音波プローブＰが、起点特定部１
８で特定された姿勢で、起点Ｓから左室長軸Ｌに沿って胸部表面に接触しながら移動し、
当該移動時に逐次取得された超音波画像の解析により、目標位置となる心尖部表面の縦横
方向（ｘ－ｙ軸）の位置が推定される。ここでの画像解析では、前記物体検出モデルによ
り、取得した各超音波画像内における僧帽弁Ｍの推論値等の検出情報が求められ、当該検
出情報に基づいて、心尖部表面の縦横方向の位置が特定される。なお、心尖部表面の体内
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外方向（ｚ軸）の位置は、プローブ動作装置１２が被検者の凹凸に追従して超音波プロー
ブＰを接触させる機構を備えていることから、自動的に特定される。この心尖部表面の上
方に位置する超音波プローブＰでは、心尖部左室長軸断面が描出された超音波画像が取得
される。
【００２６】
前記所望姿勢推定部２２では、超音波プローブＰの心尖部表面の所望位置で超音波プロー
ブＰの姿勢を変化させながら逐次取得される超音波画像の解析により、心尖部四腔断面の
描出条件である僧帽弁Ｍ、心室中隔ＶＳ、三尖弁Ｔが同一平面上に存在し、且つ、心室中
隔ＶＳを中心に心臓Ｈの四腔Ｈ１～Ｈ４のバランスが最も良い超音波プローブＰの所望姿
勢が推定される。
【００２７】
この所望姿勢推定部２２は、心尖部表面に当接する超音波プローブＰのヨー方向ψの回転
動作に伴って逐次得られる前記各超音波画像の解析により、ヨー方向ψにおける所望姿勢
を特定するヨーイング情報取得部２４と、同ロール方向φの回転動作に伴って逐次得られ
る前記各超音波画像の解析により、ロール方向φにおける所望姿勢を特定するローリング
情報取得部２５と、同ピッチ方向θの回転動作に伴って逐次得られる前記各超音波画像の
解析により、ピッチ方向θにおける所望姿勢を特定するピッチング情報取得部２６とを備
えている。
【００２８】
前記ヨーイング情報取得部２４では、図３（Ａ）に示される心尖部Ａ上での超音波プロー
ブＰの初期姿勢から、超音波プローブＰをヨー方向ψに回転動作させた際に逐次得られた
超音波画像が解析される。つまり、ここでは、前記物体検出モデルにより、取得した各超
音波画像から、同図（Ｂ）に示されるように、ビーム走査面Ｆに僧帽弁Ｍ及び心室中隔Ｖ
Ｓがより多く含まれる超音波プローブＰのヨー方向ψの所望姿勢が特定される。
【００２９】
前記ローリング情報取得部２５では、ヨーイング情報取得部２４で特定されたヨー方向ψ
の姿勢が固定された図３（Ｂ）の状態から、超音波プローブＰをロール方向φに回転動作
させた際に逐次得られた超音波画像が解析される。つまり、ここでは、取得した各超音波
画像について、同図（Ｃ）に示されるように、心室中隔ＶＳを中心に僧帽弁Ｍと対称に表
れる三尖弁Ｔをより多く描出させるために、心室中隔ＶＳの位置が画像中心付近に描出さ
れるビーム走査面Ｆとなる超音波プローブＰのロール方向φの所望姿勢が特定される。
【００３０】
前記ピッチング情報取得部２６では、ヨーイング情報取得部２４及びローリング情報取得
部２５で特定されたヨー方向ψ及びロール方向φの所望姿勢における心尖部Ａ上での超音
波プローブＰをピッチ方向θに回転動作させた際に逐次得られた超音波画像が解析される
。つまり、ここでは、取得した各超音波画像について、図４（Ａ）の状態から、同図（Ｂ
）に示されるように、心臓Ｈの四腔Ｈ１～Ｈ４のバランスが最も良い状態での描出が可能
なビーム走査面Ｆとなる超音波プローブＰのピッチ方向θの所望姿勢が特定される。
【００３１】
以上のプローブ配置特定部１９では、超音波プローブＰの適正配置にて得られた超音波画
像が対象画像として抽出される。
【００３２】
次に、超音波プローブＰを動作させながら対象画像を探索する手順について、図５～図８
のフローチャートを用いながら説明する。
【００３３】
以下の探索手順では、所望位置推定部２１での画像解析処理による超音波プローブＰの所
望位置の特定を行う第１のステップ、ヨーイング情報取得部２４及びローリング情報取得
部２５での画像解析処理による超音波プローブＰのヨー方向ψ及びロール方向φの所望姿
勢を特定する第２のステップ、ピッチング情報取得部２６での画像解析処理による超音波
プローブＰのピッチ方向θの所望姿勢を特定する第３のステップの順で実行される。
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【００３４】
前記第１のステップでは、図５に示される手順により、心尖部表面の所望位置が特定され
る。
【００３５】
先ず、起点特定部１８にて、適切な傍胸骨左縁左室長軸断面が得られる姿勢での超音波プ
ローブＰの位置となる起点Ｓが特定される（ステップＳ１０１）。超音波プローブＰは、
プローブ動作装置１２の動作により、同一の姿勢のまま起点Ｓから起点特定部１８にて求
められた左室長軸ＬＬ（図２参照）に沿うように被検者の胸部表面に接触しながら移動す
る（ステップＳ１０２）。この際、超音波画像が所定時間毎に取得される（ステップＳ１
０３）。取得された各超音波画像は、前記物体検出モデルにより僧帽弁Ｍの推論値が算出
され、僧帽弁Ｍの検出の有無が判定される（ステップＳ１０４）。ここでは、推論値がゼ
ロ以上、若しくは、所定値以上のときに、取得した超音波画像内に僧帽弁Ｍが存在すると
判定される。この際、僧帽弁Ｍの画像内位置が求められ、当該画像内位置が画像中心付近
、すなわち、画像中心から所定の許容範囲（以下、「画像中心範囲」と称する）内に存在
するか否かが判定される（ステップＳ１０５）。そこで、僧帽弁Ｍの画像内位置が画像中
心範囲内に存在しない場合には、僧帽弁Ｍが、画像内で画像中心範囲から左右何れの方向
にどの程度の距離分位置ずれしているかに応じ、当該位置ずれを解消するように、プロー
ブ動作装置１２の動作制御により、超音波プローブＰをロール方向φに回転しながら姿勢
調整がなされる（ステップＳ１０６）。この姿勢調整後に取得された超音波画像は、その
際の超音波プローブＰの位置及び姿勢等を対応させた画像データとして記憶部１５に記憶
される（ステップＳ１０７）。一方、僧帽弁Ｍの画像内位置が、画像中心範囲内に存在す
る場合には、その際の超音波画像に超音波プローブＰの位置及び姿勢等を対応させた画像
データとして記憶部１５に記憶される（ステップＳ１０７）。そして、超音波プローブＰ
の起点Ｓからの移動距離が、予め設定された既定距離に達したか否かが判定される（ステ
ップＳ１０８）。当該既定距離に達すると、記憶部１５に記憶された画像データの中から
、僧帽弁Ｍの推論値が所定値すなわち予め設定された閾値以上で、且つ、複数連続して僧
帽弁Ｍを検出した最後のタイミングでの超音波画像に対応する位置が、心尖部表面におけ
る所望位置として特定され、プローブ動作装置１２の動作制御により、超音波プローブＰ
がこのときの姿勢にて心尖部表面に移動する（ステップＳ１０９）。ここで、僧帽弁Ｍが
複数連続して検出されない場合には、僧帽弁Ｍの推論値が前記所定値以上で、且つ、最後
に僧帽弁Ｍを検出した超音波画像に対応する位置が前記所望位置として特定される。なお
、ここでの閾値としては、特に限定されるものではないが、予め任意に設定した値の他に
、各超音波画像における推論値の平均値とすることもできる。
【００３６】
なお、前記第１のステップとして、図５の手順に代わり、図６に示される手順を利用して
、心尖部表面における所望位置を特定することもできる。
【００３７】
すなわち、ここでは、前述の図５におけるステップＳ１０１～Ｓ１０７と同一の処理が行
われるが、前記ステップＳ１０８における超音波プローブＰの移動距離による判定が行わ
れずに、ステップＳ１０４での僧帽弁Ｍの不検出状態が所定回数連続しているか否かが判
定される（ステップＳ１１０）。そして、僧帽弁Ｍの不検出状態が連続したときに、前記
ステップＳ１０９と同一の処理がなされる。
【００３８】
以上の第１のステップでは、僧帽弁Ｍ上を起点Ｓとして左室長軸ＬＬに沿って移動する超
音波プローブＰが心尖部Ａ上を通過した直後、超音波プローブＰと心臓Ｈ間に空気層が介
入するため超音波画像全体が急激に黒く変化する性質に基づく処理となっている。つまり
、本発明者らの研究結果から、超音波画像が黒く変化する瞬間の直前が心尖部Ａ上での超
音波プローブＰの位置であるとの知見の下、僧帽弁Ｍ上から左室長軸ＬＬに沿う超音波プ
ローブＰの移動において、僧帽弁Ｍが超音波画像に最後に検出された位置を心尖部表面の
位置と推定している。
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【００３９】
図７に示される前記第２のステップでは、心尖部表面に存在する超音波プローブＰの姿勢
を適宜変化させながら、ヨーイング情報取得部２４及びローリング情報取得部２５での処
理により、超音波画像の同一平面上に僧帽弁Ｍ、三尖弁Ｔ及び心室中隔ＶＳが描出される
超音波プローブＰのヨー方向ψ及びロール方向φにおける所望姿勢が特定される。
【００４０】
先ず、前記第１のステップにて心尖部表面に移動した超音波プローブＰについて、プロー
ブ動作装置１２の動作によりヨー方向ψに回転させ（ステップＳ２０１）、超音波画像が
所定時間毎に取得される（ステップＳ２０２）。そして、取得された超音波画像について
、ヨーイング情報取得部２４にて次の処理が行われる。すなわち、前記物体検出モデルに
より、心室中隔ＶＳ及び僧帽弁Ｍの検出の有無を含む推論値が検出情報としてそれぞれ算
出される（ステップＳ２０３、Ｓ２０４）。ここでは、推論値がゼロ以上、若しくは、所
定値以上のときに、取得した超音波画像内に心室中隔ＶＳ、僧帽弁Ｍが存在すると判定さ
れる。その後、心室中隔ＶＳ及び僧帽弁Ｍについての各推論値を総合した総合推論値が算
出され、当該総合推論値を含む検出情報を加えたその際の画像データが記憶部１５に記憶
される（ステップＳ２０５）。この総合推論値は、心室中隔ＶＳ、僧帽弁Ｍの各推論値に
、予め設定された重み付け定数をそれぞれ乗じた値を合計して算出される。そして、超音
波プローブＰのヨー方向ψの回転が所定角度（例えば、１８０度）を超えたときに（ステ
ップＳ２０６）、前記総合推論値のより高いヨー方向ψの回転角度がその所望姿勢として
特定される（ステップＳ２０７）。なお、予め設定した角度範囲（所定範囲）内での超音
波画像の比較により、心室中隔ＶＳ及び僧帽弁Ｍの総合推論値のより高いヨー方向ψの回
転角度をその所望姿勢として特定可能であり、更に、各範囲内でより高い回転角度の中か
ら最も高い当該回転角度をヨー方向ψの所望姿勢としても良い。そして、プローブ動作装
置１２により、当該ヨー方向ψの所望姿勢となるように超音波プローブＰを回転させる。
【００４１】
次に、プローブ動作装置１２の動作により、超音波プローブＰをロール方向φに回転させ
（ステップＳ２０８）、超音波画像が所定時間毎に取得される（ステップＳ２０９）。そ
して、取得された超音波画像について、ローリング情報取得部２４にて次の処理が行われ
る。すなわち、前記物体検出モデルにより、取得した超音波画像について心室中隔ＶＳの
検出情報から、その検出の有無が判定される（ステップＳ２１０）。ここでも、推論値が
ゼロ以上、若しくは、所定値以上のときに、取得した超音波画像内に心室中隔ＶＳが存在
すると判定されるとともに、心室中隔ＶＳの画像内位置が画像中心範囲内に存在するか否
かが判定される（ステップＳ２１１）。そこで、心室中隔ＶＳの画像内位置が、画像中心
範囲内に存在しない場合には、心室中隔ＶＳが画像中心範囲内に入るように、プローブ動
作装置１２の動作制御により、超音波プローブＰをロール方向φに回転する姿勢調整がな
される（ステップＳ２１２）。そして、心尖部表面の位置にてヨー方向ψの姿勢が固定さ
れた状態の超音波プローブＰがロール方向φに回転する過程で、最初に画像中心範囲内に
心室中隔ＶＳが存在した状態のロール方向φの回転角度のときの超音波プローブＰが、ロ
ール方向φの所望姿勢として特定される（ステップＳ２１３）。プローブ動作装置１２に
より、当該ロール方向φの所望姿勢となるように超音波プローブＰを回転させる。
【００４２】
以上の第２のステップにて特定されたヨー方向ψ及びロール方向φの所望姿勢では、超音
波画像の中心に心室中隔ＶＳが存在した状態で僧帽弁Ｍが描出され、心室中隔ＶＳを挟ん
で僧帽弁Ｍに対称となる三尖弁Ｔも超音波画像の同一平面上に描出されることになる。な
お、超音波プローブＰをヨー方向ψに全周回転した際に、僧帽弁Ｍと心室中隔ＶＳの双方
を描出可能な瞬間が必ず存在する超音波プローブＰの位置や姿勢が判る限りにおいて、前
記第１のステップでの処理を省略し、当該位置や姿勢から第２のステップを開始しても良
い。
【００４３】
図８に示される前記第３のステップでは、心尖部表面に存在する超音波プローブＰについ
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て、前記第２のステップで特定されたヨー方向ψ及びロール方向φの所望姿勢を維持しな
がらピッチ方向θの姿勢を適宜変化させ、ピッチング情報取得部２６での処理により、心
臓Ｈの四腔Ｈ１～Ｈ４のバランスがより良い状態で描出される画像が得られる際の超音波
プローブＰのピッチ方向θにおける所望姿勢が特定される。
【００４４】
先ず、超音波プローブＰについて、心尖部表面の位置にて第２のステップで特定されたヨ
ー方向ψ及びロール方向φの姿勢を維持したまま、プローブ動作装置１２の動作により、
ピッチ方向θに回転させ（ステップＳ３０１）、超音波画像が所定時間毎に取得される（
ステップＳ３０２）。取得された超音波画像について、ピッチング情報取得部２６にて次
の処理が行われる。すなわち、前記物体検出モデルにより、僧帽弁Ｍ及び三尖弁Ｔの検出
の有無を含む推論値が検出情報としてそれぞれ算出される（ステップＳ３０３、Ｓ３０４
）。ここでは、推論値がゼロ以上、若しくは、所定値以上のときに、取得した超音波画像
内に僧帽弁Ｍ、三尖弁Ｔが存在すると判定される。その後、僧帽弁Ｍ、三尖弁Ｔについて
の各推論値を総合した総合推論値が算出され、当該総合推論値を含む検出情報を加えたそ
の際の画像データが記憶部１５に記憶される（ステップＳ３０５）。この総合推論値は、
、僧帽弁Ｍ、三尖弁Ｔの各推論値に、予め設定された重み付け定数をそれぞれ乗じた値を
合計して算出される。そして、超音波プローブＰのピッチ方向θの回転が所定角度範囲（
例えば、第１のステップでの所望位置決定時のときの姿勢を基準としプラスマイナス４０
度の範囲）以上か否かが判定され（ステップＳ３０６）、当該所定角度範囲内での回転が
終了したときに、前記総合推論値の最も高いピッチ方向θの回転角度がその所望姿勢とし
て特定される（ステップＳ３０７）。なお、予め設定した角度範囲（所定範囲）内での超
音波画像の比較により、僧帽弁Ｍ及び三尖弁Ｔの総合推論値のより高いピッチ方向θの回
転角度をその所望姿勢として特定可能である。更に、各範囲内でより高い回転角度の中か
ら最も高い当該回転角度をピッチ方向θの所望姿勢としても良い。
【００４５】
以上の第１～第３のステップを経て特定された超音波プローブＰの所望位置及び所望姿勢
に対応する超音波画像が、診察に適切となる心尖部四腔断面が描出された超音波画像であ
る対象画像として抽出される（ステップＳ３０８）。
【００４６】
なお、前記実施形態では、プローブ動作装置１２による動作により、超音波プローブＰの
移動及び回転を行っているが、本発明はこれに限らず、探索装置１３によるガイドの下、
超音波プローブＰの移動及び回転を操作者の手動で行いながら、探索装置１３での処理に
より、対象画像を得るために適切な超音波プローブＰの所望位置及び所望姿勢を特定する
こともできる。
【００４７】
その他、本発明における装置各部の構成や処理手順は、前述の説明に限定されるものでは
なく、実質的に同様の作用を奏する限りにおいて、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１３  探索装置
１６  画像解析部
１９  プローブ配置特定部
２１  所望位置推定部
２２  所望姿勢推定部
２４  ヨーイング情報取得部
２５  ローリング情報取得部
２６  ピッチング情報取得部
Ａ  心尖部
Ｈ１～Ｈ４  四腔
ＬＬ  左室長軸
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Ｍ  僧帽弁
Ｐ  超音波プローブ
Ｔ  三尖弁
ＶＳ  心室中隔
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】

10

20

30

40

50



(20) JP　7696641　B2　2025.6.23

フロントページの続き

　  審査官  永田  浩司

(56)参考文献  特開２０１６－２１４３９３（ＪＰ，Ａ）

　            特開２０１１－１０４１９４（ＪＰ，Ａ）

　            特開２００７－０００４３９（ＪＰ，Ａ）

　            国際公開第２０２３／２７５１７５（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.,ＤＢ名)

　            Ａ６１Ｂ      ８／００－８／１５


	BibliographicData
	Claims
	Description
	Drawings
	Overflow

